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人人事事行行政政のの運運営営等等のの状状況況のの公公表表  

  
  市の人事行政運営における公正性、透明性を高めるため、「地方公務員法」および「袖ケ浦市人事行政の運営等の状況の 

公表に関する条例」に基づき、市職員の人事・給与などの状況について、その概要を公表します。 

詳しくは、市ホームページまたは市政情報室（市役所２階）でご覧ください。 

                                     （問い合わせ）総務課人事給与班 ℡ 62-2106 

 

１ 職員の任免及び職員数の状況 

 (1) 採用の状況（平成３０年度）             (2) 退職の状況（平成３０年度） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 級別職員数の状況（平成３１年４月１日現在） 

区  分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計 

標 準 的 な 

職 務 内 容 
部長・参与 

次長・参事 

課長・副参事 

副課長 

主 幹 

班長 

副主幹 
主 査 副主査 

主任主事 

主任技師 

主 事 

技 師 
 

職  員   数 10 人 87 人 64 人 48 人 116 人 136 人 98 人 77 人 636 人 

構  成   比 1.6％ 13.7％ 10.1% 7.5％ 18.2％ 21.4％ 15.4％ 12.1％ 100％ 

（注）１ 袖ケ浦市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

３ 職員数は、一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時 

職員または非常勤職員は除いています。 

(4) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在） 

          区 分 

 

部 門 

職  員  数 
対前年 

増員数 
主 な 増 減 理 由 

平成30年 平成31年 

一
般
行
政
部
門 

議  会 

総  務 

税  務 

民  生 

衛  生 

農林水産 

商  工 

土  木 

6 

95 

31 

110 

35 

16 

8 

48 

6 

105 

31 

108 

35 

16 

8 

46 

0 

10 

0 

△2 

0 

0 

0 

△2 

 

課の新設による増 

 

介護保険事業に関する職員の増加による減及び

欠員補充できなかったことによる減 

 

 

組織の見直しによる減 

 

 

幼稚園の統合による減 

再任用の活用による減 

 

 

 

水道事業の広域化に伴う減 

 

小  計 349 355 6 

特別行

政部門 

教  育 

消  防 

89 

124 

88 

122 

△1 

△2 

小  計 213 210 △3 

普通会計計 562 565 3 

公営企

業等会

計部門 

水  道 

下 水 道 

そ の 他 

20 

13 

37 

 

13 

39 

△20 

0 

2 

小  計 70 52 △18 

合    計 632 

 〔728〕 

617 

〔728〕 

△15 

   〔0〕 

  （注）〔 〕内は、条例で定める職員定数の合計です。 

 

(5) 年齢別職員構成の状況（平成３１年４月１日現在） 

区分 

20歳 

 

未満 

20歳 

 ∫ 

23歳 

24歳 

 ∫ 

27歳 

28歳 

 ∫ 

31歳 

32歳 

 ∫ 

35歳 

36歳 

 ∫ 

39歳 

40歳 

 ∫ 

43歳 

44歳 

 ∫ 

47歳 

48歳 

 ∫ 

51歳 

52歳 

 ∫ 

55歳 

56歳 

 ∫ 

59歳 

60歳 

  

以上 

計 

職員数 
 人 

  14 

 人 

 49 

 人 

 65 

 人 

 94 

 人 

 74 

人 

 64 

 人 

 47 

 人 

 71 

 人 

58 

 人 

31 

 人 

 48 

 人 

 2 

 人 

617 

 

 

区 分 
採用者数 

競争試験 選 考 

一般行政職 １１人 ０人 

歯科衛生士 １人 ０人 

技術職 ２人 ０人 

学芸員 １人 ０人 

消 防 職 ７人 ０人 

計 ２２人 ０人 

区 分 
定 年 

退 職 

勧 奨 

退 職 
その他 計 

退職者数 １２人 ２人 １４人 ２８人 
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２ 職員の人事評価の状況 

  職員の職務で発揮された能力などについて、毎年評価を実施しています。 

  平成３０年度は、次の内容で実施しました。 

 評 価 期 間   平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

 評価対象者   全職員 

  評 価 項 目   指導力、責任感、判断力、職務知識、信頼性等 

 

３ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 
（平成３１年３月３１日現在） 

歳 出 額 

(Ａ) 
実 質 収 支 

人 件 費 

(Ｂ) 

人件費率 

(Ｂ／Ａ) 

(参考) 

平成 29年度

の人件費率 

平成３０年度 
人 

62,917 

234億 7,363

万 8千円 

5億 6,277万

円 

55億 7,678万

1千円 

％ 

23.8 

％ 

22.9 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料、報酬を含みます。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職 員 数 

(Ａ) 

給        与        費 1人当たり給与費 

(Ｂ／Ａ) 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

平成３０年度 
人 

565 

20億 7,702万 

7千円 

6億 2,757

万 9千円 

8億 8,906万 

3千円 

35億 9,366万

9千円 
636万 1千円 

（注） 職員手当には退職手当を含みません。 

 

(3) 給与の抑制措置 

区 分 抑制措置 実施期間 内  容 

特別職 期末手当の減額 平成９年度から当分の間 役職加算率の引き下げ 20％ → 10％ 

一般職 地域手当の減額 
平成３０年４月１日～ 

 令和２年３月３１日 

全職員 

 … 地域手当支給率の引き下げ 16％ → 11.9％ 

 

 (4) ラスパイレス指数の状況（平成３０年４月１日現在） 

区   分 袖ケ浦市 千葉県 

一 般 行 政 職 １０２．４ １００．１ 

 （注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を１００とした場合の地方公務員の給料水準を示す指数です。 

２ 一般行政職とは、税務職員、保健師、看護師、栄養士、保育士、消防職員、水道事業職員、教育公務員及び技能労務 

 職以外の職員をいいます。 

３ 地域手当を含めた場合の袖ケ浦市のラスパイレス指数は９８．８となります。 

 

(5) 職員の平均年齢、平均給料月額と平均給与月額の状況（平成３１年４月１日現在） 

区 分 
一  般  行  政  職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

袖ケ浦市   39.3歳 30万 9,100円 40万 2,000円 

（注）１ 給与月額は、月々支給される給料及び職員手当（期末・勤勉手当・退職手当を除く全ての手当）を合計したものです。 

 

 (6) 職員の初任給の状況（平成３１年４月１日現在） 

区      分 

一般行政職 

初 任 給 

袖ケ浦市 
大学卒    18万 7,200円 

高校卒   15万 3,000円 
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 (7) 職員手当の状況 

 ① 期末手当・勤勉手当 

区      分 袖  ケ  浦  市 国 

１人当たり平均支給額

（平成３０年度決算） 
１５３万７千円 － 

平成３０年度支給割合 
（期末手当） 

２．６月分 

（勤勉手当） 

１．８５月分 

（期末手当） 

２．６月分 

（勤勉手当） 

１．８５月分 

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

・役職加算    ５～１０％ 

職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 

 

② 地域（調整）手当（平成３１年４月１日現在） 

支給実績(平成３０年度決算) ２億８，０９５万３千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(平成３０年度決算) ４２万６，９８０円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の指定基準（支給率） 

袖ケ浦市 １１．９％ ６５８人 １６％ 

 

③ 退職手当（平成３１年４月１日現在） 

区      分 袖  ケ  浦  市 国 

支 

給 

率 

（勤続年数） 

２０年 

２５年 

３５年 

最 高 限 度 

（自己都合） 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９ 月分 

（定年・勧奨） 

２４．５８６８７５月分 

３３．２７０７５ 月分 

４７．７０９   月分 

４７．７０９   月分 

（自己都合） 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９ 月分 

（定年・勧奨） 

２４．５８６８７５月分 

３３．２７０７５ 月分 

４７．７０９   月分 

４７．７０９   月分 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置 

（２％～２０％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（３％～４５％加算） 

1人当たり平均支給額   400万 6千円   2,353万 3千円          － － 

（注）1 退職手当は、千葉県市町村総合事務組合の退職手当条例で支給率が定められています。 

      ２ 退職手当の 1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

④ 特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在） 

区             分 全   職   種 

支給実績（平成３０年度決算） ４０８万３千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） ２万８千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成３０年度） ２１．９％ 

手当の種類（手当数） ２６ 

 

⑤ 時間外勤務手当 

３０年度（決算） 
支 給 総 額 １億８４８万７千円 

職員 1人当り支給年額     ２１万円 

２９年度（決算） 
支 給 総 額 １億１，４８９万４千円 

職員 1人当り支給年額 ２１万９千円 

 

⑥ その他の主な手当（平成３１年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度 
支 給 実 績 

（平成３０年度決算） 

支給職員１人当た

り平均支給年額 

（平成３０年度決算） 

扶養手当 ○子     １万円 

○子以外の扶養親族 

６，５００円 

１６歳から２２歳までの子 

 １人５，０００円加算 

同じ  

６，２７１万５千円 ２３万５，７７１円 

住居手当 ○借家(家賃１万２，０００円を 

超える場合に限る。) 

家賃の額に応じて２万７，００

０円を限度に支給 

同じ  

３，２７６万１千円 ２６万６，３５０円 

通勤手当 ○電車・バスを利用する場合 

 全額支給 

異なる 
５万５，０００円 

まで全額支給 

４，８４４万５千円 ８万５，４４１円 ○乗用車などを使用する場合 

使用距離に応じて２，０００円

～２万５，７１０円を支給 

異なる 使用距離に応じて 

２，０００円～ 

３万１，６００円を支

給 
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管理職手当 部長級    ７万１，０００円 

次長級    ５万７，０００円 

課長級    ４万９，０００円 

（副参事）  ３万４，２００円 

異なる 

１３万９，３００円～ 

４万６，３００円 
５，５８３万円 ５３万１，７１４円 

 

(8) 特別職の報酬などの状況（平成３１年４月１日現在） 

区   分 給 料 、 報 酬 の 月 額 
期 末 手 当 

（平成３０年度支給割合） 

地域手当 

支給率 
退職手当支給率 

市     長 

給   料 

８５万円 ６月期 ２．０７５月分 

１２月期 ２．３２５月分 

 
計  ４．４  月分 

７％ 

給料月額×0.35×在職月数 

副  市  長 ７４万円 給料月額×0.25×在職月数 

教  育  長 ６８万円 給料月額×0.20×在職月数 

議     長 

報   酬 

４６万円 ６月期 ２．１２５月分 

１２月期 ２．３２５月分 

 
計  ４．４５  月分 

― 副  議  長 ４２万円 

議     員 ４０万円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 職員の勤務時間（標準的なもの） 

１週間の勤務時間 開始時刻  終了時刻 休憩時間 

38時間 45分 8時 30分 17時 15分 12時 00分から 13時 00分まで 

 

(2) 年次有給休暇の取得状況（H30.4.1～H31.3.31） 

平均取得日数 取得率 

１０．８日 ２８．２％ 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分者数（平成３０年度）                          (単位 人) 

区       分 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績がよくない場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ ７ ０ ７ 

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

(2) 懲戒処分者数（平成３０年度）                          (単位 人) 

区       分 戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 ０ ０ ０ １ １ 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

６ 職員の休業の状況 

育児休業及び部分休業の状況（平成３０年度）                           

区  分 

育 児 休 業 部 分 休 業 

取 得 者 数 
うち前年度からの 

取得者数 
取 得 者 数 

うち前年度からの 

取得者数 

男性職員      ０人      ０人      ０人      ０人 

女性職員     ２４人      ９人     １７人     １３人 

計     ２４人      ９人     １７人     １３人 

 

７ 職員の服務の状況 

 営利企業等従事許可の状況（平成３０年度） 

営利を目的とする私企業を営む会社の役員等を兼ねる場合   ０件 

自ら営利を目的とする場合（農業）   ０件 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合（統計調査等）  １１件 

計  １１件 

 

８ 職員の退職管理の状況 

 課長級以上の退職者１２名の再就職等の状況（平成３０年度） 

営利企業等に再就職した者 ０名 

市の再任用職員となった者 ７名 

その他（在家庭等） ５名 

計 １２名 
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９ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

職員研修の実績（平成３０年度） 

区   分 人数 備        考 

庁内研修 １，３１２人 

新規採用職員研修、タイムマネジメント研修、ＯＪＴ研修、

人事評価者研修、第４次袖ケ浦市男女共同参画計画策定に

係る職員研修会、マイナンバー研修、市民協働推進研修、

ファシリテーション研修、ストレスチェック結果説明会、

メンタルヘルスラインケアセミナー、交通安全研修、平成

３１年度採用予定者事前研修、障害者差別解消法に関する

研修会 

派遣研修 ３７１人 
自治大学校、市町村アカデミー、君津郡市広域市町村

圏事務組合、千葉県自治研修センター等への派遣 

自己啓発研修 １１３人 通信教育講座、自主研修・視察研修 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の保健に関する事項 

労働安全衛生規則により、定期健康診断を全職員に実施し、その他に消防職に特殊健康診断を実施しています。 

その他共済組合による生活習慣病予防検査をはじめ、共済組合や市職員会による短期人間ドック、予防接種への助成、 

産業医による職場巡視や健康相談を実施しています。 

 

(2) 職員会及び共済組合の事業概要 

 ①袖ケ浦市職員会 

  地方公務員法の規定に基づき、職員の会費と袖ケ浦市からの補助金を原資として、職員の福利厚生を図るため、各種事業への 

助成や弔慰金、見舞金等の給付事業を行っています。 

 

 ②千葉県市町村職員共済組合 

  ア短期給付事業（医療関係等） 

  イ長期給付事業（年金関係） 

  ウ福祉事業（人間ドック事業等） 

 

(3) 公務災害及び通勤災害の認定件数（平成３０年度） 

区分 
認定件数 

負 傷 疾 病 計 

公務災害   ０件   １件   １件 

通勤災害   ０件   ０件   ０件 

計   ０件   １件   １件 

 

１１ 公平委員会の業務の状況（平成３０年度） 

業務の種別 件数 

勤務条件に関する措置の要求の状況   ０件 

不利益処分に関する不服申立ての状況   ０件 

 


